
　

町
で
は
、
長
野
県
弁
護
士
会
佐

久
在
住
会
と
連
携
し
て
、
次
の
日

程
で
無
料
法
律
相
談
会
を
実
施
し

ま
す
。
債
務
や
相
続
、
契
約
な
ど

の
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
方
は
、

　

10
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の

「
法
の
日
」
週
間
に
、
無
料
で
法

律
・
人
権
・
調
停
・
公
証
に
関
す
る

相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　

金
銭
・
土
地
・
交
通
事
故
な
ど
の

問
題
、
成
年
後
見
、
離
婚
・
扶
養
・

相
続
な
ど
家
庭
内
の
も
め
ご
と
、

差
別
・
い
じ
め
な
ど
の
人
権
問
題
、

遺
言
や
任
意
後
見
契
約
な
ど
の
公

正
証
書
に
関
す
る
相
談
な
ど
で
お

困
り
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。

　
な
お
、
当
日
は
相
談
に
関
す
る

資
料
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

主
催　
裁
判
所
、検
察
庁
、法
務
局
、

　
　
　

弁
護
士
会

日
時　
10
月
３
日（
木
）

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
所　
長
野
地
方
・
家
庭
裁
判
所

　
　
　

佐
久
支
部
庁
舎
内

※
事
前
予
約
は
不
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

「
法
の
日
」週
間
実
施
委
員
会
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スズメバチから身を守ろう!
　登山やハイキングなどのブームにより、多くの方が野山を訪れ、
ハチに刺され重体となるケースが、全国的に増加しています。

一度でもアナフィラキシー症状がでた人やアナフィラキシー症状になる可能性が高い人など
は、医師による処方によりエピペンを保有する場合があります。エピペンは、ハチに刺され
た際に、急激な全身症状を防ぐことができるため、処方された場合は常に携帯し、家族にも
使用方法について説明をしておきましょう。

全身症状※１が現れるようであれば、ためらわず、すぐに救急車を呼ぶ。

9月は特に要注意!!

ハチに刺されないために！

刺されてしまったら！

 もしものときにエピペン（アナフィラキシー補助治療剤）

　オオスズメバチやキイロスズメバチなどのスズメバチは、7～10月が産卵シーズン
となります。そのため、9月に多くの種類のスズメバチが巣を守るために攻撃性が高ま
り、非常に危険な状態となります。

山に出かける際には・・・
① 巣を見つけても近づかない。近くで作業しない。騒がない。
② 色の濃い服（衣服、帽子）は避ける。
③ 香水やヘアスプレーなどの、匂いの強いものは使用しない。
④ ハチが近くに来た場合は、手で追い払ったりしない。
⑤ ハチに追いかけられても動かず、やり過ごす（動くものを攻撃する習性があるため）。

≪まずは安全な場所≫
姿勢を低くしハチから離れる。
≪応急処置≫
刺された部分から血がにじむくらい毒を絞り出し、水洗いした後に氷で冷やす。
≪病院受診≫
かゆみや痛みが強い場合は、病院を受診する。　

※１　全身症状（アナフィラキシー症状）とは、吐気や全身のかゆみ、蕁麻疹、息苦しさなどの症状のことです。
人によって、症状の出る時間に違いがあり、早い人であれば刺された直後に全身症状が出る人もいます。
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問
い
合
わ
せ
先

各
種 

無
料
相
談
会
開
催

無
料
法
律
相
談
会
　
開
催

無
料
法
律
等
相
談
所 

開
催

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

申
込
方
法

　

電
話
、
窓
口
に
て
受
け
付
け
ま

す（
完
全
予
約
制
）。

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

対
象
者　
町
内
在
住
者

相
談
人
数　
１
日
4
人（
先
着
順
）

相
談
時
間　
１
回
30
分

そ
の
他　

　

相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
利
益

相
反
の
事
情
か
ら
相
談
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
庶
務
係

（
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日　程 時　間 相談会場 控　室 申込締め切り

9月26日（木）

午後１時30分～
３時30分

役場２階
相談室４

役場２階
会議室１

9月19日（木）

12月26日（木） 12月19日（木）

令和2年
3月26日（木）

令和2年
3月19日（木）

養
育
費
無
料
電
話
相
談
会 

開
催

　

長
野
県
司
法
書
士
会
は
、
子
ど

も
た
ち
を
貧
困
か
ら
救
う
に
は

「
養
育
費
の
支
払
い
・
養
育
費
の

取
り
決
め
」の
た
め
に
積
極
的
な

法
的
支
援
を
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
離
婚
ひ
と
り
親
家

庭
の
う
ち
養
育
費
の
取
り
決
め
を

し
て
い
る
世
帯
は
半
数
に
も
満
た

ず
、
取
り
決
め
が
あ
っ
た
と
し
て

も
多
く
の
世
帯
が
取
り
決
め
通
り

に
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の

が
現
状
で
す
。

　

今
回
の
相
談
会
を
通
じ
、
貧
困

に
陥
り
困
窮
す
る
子
ど
も
へ
の
法

的
支
援
を
行
い
た
い
と
考
え
ま
す
。

日
時　
９
月
７
日（
土
）

　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

相
談
電
話
番
号

０
１
２
０（
５
６
７
）３
０
１

相
談
料　
無
料

相
談
例

〇
養
育
費
の
取
り
決
め
を
せ
ず
に

離
婚
し
た
け
ど
、
今
か
ら
で
も

貰
え
ま
す
か

〇
養
育
費
の
支
払
い
が
ス
ト
ッ
プ

し
て
し
ま
っ
た

〇
養
育
費
の
減
額
ま
た
は
増
額
を

し
た
い�

な
ど

問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
司
法
書
士
会

０
２
６（
２
３
２
）７
４
９
２

　

長
野
県
司
法
書
士
会
で
は
、
相

続
や
贈
与
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、

住
民
の
皆
さ
ま
の
疑
問
や
不
安
に

つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。
秘
密
は

固
く
守
ら
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
お

出
か
け
く
だ
さ
い
。

日
時

場
所

イ
オ
ン　

佐
久
平
店

相
談
料　
無
料

予
約　
不
要

相
談
テ
ー
マ

不
動
産
登
記
、
贈
与
、
相
続
、
多

重
債
務
、
借
地
借
家
、
成
年
後
見
、

悪
質
商
法
、
貸
金
回
収
な
ど

問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
司
法
書
士
会　

佐
久
支
部

篠
原　

友
夫（
副
支
部
長
）
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日　程 時　間
９月21日（土）

午後１時～３時
11月23日（土）

令和２年
１月25日（土）
３月21日（土）

司
法
書
士
無
料
法
律

�

相
談
会 

開
催
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